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建　　　設　　　部

１　一般会計

　（１）補正予算　　　　　１５７，４１９千円

・人件費の実績見込みによる補正

　（２）繰越明許費　　１，４９４，２５０千円

・地方道路交付金事業、地方道路等整備事業

　（３）債務負担行為　４，５９３，１０３千円

①国庫補助事業 （単位：千円）

事　業　名 設定額

都市公園安全安心事業 35,000

秋田港アクセス道路整備事業 1,500,000

地方道路交付金事業
（道路維持費分）

304,000

雪寒建設機械整備事業 410,000

空港整備事業 215,000

合　計 2,464,000

令和７年度１２月補正予算案の概要について

事　業　内　容

ＪＲ跨線部の支承取替工　等
　国道105号（仙北市）外１箇所

除雪体制の構築

ＪＲ跨線部の橋梁上部工

県立中央公園　あきたスカイドームの融雪ボイラー更新

降雪期前の完成に向けた進入灯・連鎖式閃光灯更新
  秋田空港（秋田市）
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②県単事業 （単位：千円）

事　業　名 設定額

県単道路補修事業 991,000

県単河川改良事業 80,000

県単河川等環境維持修繕事業 128,449

県単砂防事業 13,000

県単空港施設整備費 81,053

合　計 1,293,502

駐車場標示板改修　等
　秋田空港（秋田市）

地すべり観測調査
　中間口地区（男鹿市）

事　業　内　容

融雪後早急に実施する舗装補修工　等
　国道101号（男鹿市）外３３箇所

河川砂防情報システム改良　等

ダム管理等点検調査
　大松川ダム（横手市）外１６箇所
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③土木施設の維持管理業務、現年発生土木災害復旧事業　等 （単位：千円）

事　業　名 設定額

建設資材価格市況調査業務委託 30,712

建設資材価格特別調査業務委託 32,736

技術アドバイザー業務委託 3,267

道路管理費 239,818

河川維持管理費 27,000

ダム管理費 38,183

砂防指定地管理費 8,045

現年発生土木災害復旧事業 400,000

空港維持管理費 5,840

港湾災害復旧事業 50,000

合　計 835,601

河川砂防情報システムの保守点検　等

ダム管理用制御処理設備の保守点検　等

砂防情報システムの保守点検

令和８年(１～３月)発生災害への対応

事　業　内　容

各種建設資材の市場取引価格調査

設計・調査に係るアドバイザー依頼

トンネル設備の保守点検　等

特殊な資材の市場取引価格調査

周辺地域への水質影響調査

令和８年(１～３月)発生災害への対応
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２　能代港エネルギー基地建設用地整備事業特別会計

　（１）債務負担行為　　　１３，０００千円 （単位：千円）

事　業　名 設定額

能代港灰捨場管理事業 13,000

３　港湾整備事業特別会計

　（１）債務負担行為　　１２０，９５０千円 （単位：千円）

事　業　名 設定額

港湾荷役機械保守点検業務委託 90,950

港湾施設補修費 30,000

合　計 120,950

４　下水道事業会計

　（１）補正予算　　　　　▲９，１５８千円

・人件費の実績見込みによる補正

　（２）債務負担行為　　４９８，２００千円 （単位：千円）

事　業　名 設定額

秋田臨海処理センターエネル
ギー供給拠点化事業

498,200

秋田港荷役機械の保守点検

秋田港向浜地区ふ頭用地の舗装補修工

事　業　内　容

再生可能エネルギー発電設備等に係る建設費

事　業　内　容

第２灰捨場の維持管理

事　業　内　容
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公の施設の指定管理者の指定について 
建 設 政 策 課  

 

１ 概要 

秋田県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条

例第６条の規定により、下記施設について、次の団体を指定管理

者として指定する。 

 

２ 指定期間 
県立都市公園：１０年間 

（令和８年４月１日～令和１８年３月３１日） 
 県 営 住 宅：５年間 

                  （令和８年４月１日～令和１３年３月３１日） 
 
３ 指定管理者の候補者選定 

（１）公募手続         

  ①募集期間 令和７年７月２２日（火）～９月２５日（木） 
 
  ②周知方法 県公報、県公式サイト（美の国あきたネット）  
 
  ③申請状況 県立都市公園：上記１の候補者のみ 

 県 営 住 宅：上記１の候補者ほか１団体  
 

施設名 指定管理者（候補者） 

秋田県立小泉潟公園 むつみ造園土木株式会社 

秋田県立中央公園 一般財団法人秋田県総合公社 

秋田県立北欧の杜公園 
北欧の杜パークマネジメント共同企業体 

（むつみ造園土木株式会社、古河林業緑化株式会社） 

秋田県営住宅及び共同施設 一般財団法人秋田県建築住宅センター 

 

（２）候補者選定に係る委員会 

  ①委員の構成（内部委員１名を含む計５名） 

 

  ②選定委員会の開催状況 

   ・開 催 日 令和７年１１月１１日 

   ・審査内容 制度概要・施設概要・審査基準等説明 

         質疑応答、採点審査、候補者選定 

 

  ③選定結果 

   効率的な運営や管理能力等の適格性が認められたこと 

から、上記候補者を指定管理者として選定する。 

氏名 所属・職業等 備考 

井上 誠 
秋田工業高等専門学校 

創造システム工学科 教授 
学識経験者 

菅原 寛行 
秋田市 都市整備部 

住宅政策課 課長 
行政関係者 

土田 昌幸 
ＧＳＰａｒｔｎｅｒｓ税理士法人 

税理士 
財務・会計 

山﨑 純 
ＮＰＯ法人 子育て応援Ｓｅｅｄ 

理事長 
子育て支援 

佐藤 正美 秋田県 建設部 次長 内部委員 
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年度

月 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

内容

令和８年度令和７年度

公告
入札

準

備

工

契約

ボイラー製作 設置

後

片

付

債務負担行為の設定について 
都 市 計 画 課  

１ 概要 

県立中央公園にある「あきたスカイドーム」は、平成２年に 

供用し３５年が経過しており、これまで膜屋根の更新など施 

設の老朽化対策を実施している。 

あきたスカイドーム膜屋根の融雪については、温風送風に 

より対応しているが、ボイラーに漏水等の不具合が確認され 

ていることから、設備の更新が必要となっている。 

  設備の製作から据付までの工期が２か年にわたることか 

ら、債務負担行為を設定する。 

 

２ 事業内容 

（１）場所 

県立中央公園 あきたスカイドーム 

（２）内容 

   ・工事内容：融雪ボイラー製作・設置 

   ・工  期：令和８年３月～令和９年３月 

   ・設 定 額：３５，０００千円 

 

３ 工程表 
 

 
 

 

あきたスカイドーム全景 

融雪ボイラー設備 

平成１３年設置（２４年経過） 

膜屋根下から見た堆雪状況 
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債務負担行為の設定について 
下水道マネジメント推進課  

 

１ 概要 

秋田湾・雄物川流域下水道秋田臨海処理センターの敷地内

に再生可能エネルギー設備を導入し、電力コスト削減により

下水道事業の経営改善を図るとともに、近隣の公共施設群に

電力を供給して地域の脱炭素化を実現する。 
本事業の建設費として、令和６年度から令和８年度までの

債務負担行為の限度額に加え、新たに令和８年度の債務負担

行為を設定する。 
 

 ・建設期間：令和６年７月～令和９年３月 
 ・契 約 者：ＮＫＥＳ・沢木組・ＴＪＡＳ・ＴＤＳ 
             特定建設工事共同企業体 
 
２ 設定理由 

風力発電機の基礎杭増強及び輸送ルート変更等に伴い建設

費が増加することから、新たに債務負担行為を設定する。 
 

３ 設定額             ４９８，２００千円 

 
 

債務負担行為 
設定年度 

適用年度 金額 
（千円） 

令和５年度設定分 令和６～８年度 ５,５１２,６０１ 

令和７年度設定分 
（今回追加） 

令和８年度 ４９８,２００ 

合計  ６,０１０,８０１ 

 

４ 工程表 

 
 
 
 
 
 
   

完成予想イメージ（秋田臨海処理センター） 

進捗状況（令和７年１０月末時点） 
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債務負担行為の設定について 
道 路 課  

 

１ 秋田港アクセス道路整備事業 

（１）概要 

秋田港アクセス道路は、秋田港と秋田北インターチェン 
ジ間のアクセス機能強化等を目的としたバイパス道路とし 
て、令和元年度より整備を進めている。 
ＪＲに委託する２号橋の跨線部の上部工架設について、

工期が５か年にわたることから債務負担行為を設定する。 
 

（２）事業内容 

① 路線名・場所 

（主）秋田天王線 秋田港アクセス道路（秋田市） 

② 内容 

・工事内容：２号橋上部工 

 桁架設（P5～P6） Ｌ＝５７．０ｍ 

・工  期：令和８年３月～令和１１年７月 

・設 定 額：１，５００，０００千円 

 

（３）工程表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

概要図 

２号橋（Ａ１側より） ２号橋（Ａ２側より） 

至 秋田港 

至 秋田北ＩＣ 至 秋田港 

至 秋田北ＩＣ 
Ａ２

Ｐ７

Ｐ６

Ｐ６

Ｐ３

Ｐ５

Ｐ４ 

ＪＲ奥羽本線

国道７号 

施工箇所 
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２ 地方道路交付金事業（補修） 

（１）概要 

角館跨線橋は、ＪＲ田沢湖線を跨ぐ橋梁であり、老朽化 
した上下部工の機能を回復するため、令和４年度から令和

７年度までの債務負担行為を設定し、ＪＲへの委託により

補修工事を進めている。 
支承、床版取替工に必要な部材の追加等により増額及び 

工期延長が必要となったため、債務負担行為を新たに設定

し工事を継続する。 
 
（２）事業内容 

① 路線名・場所 

国道１０５号 角館跨線橋（仙北市） 

② 内容 

・工 事 内 容：支承取替工、床版・防護柵取替工等 

・工   期：令和４年６月～令和９年３月 

・設定済み額：４０５，０００千円 

・今回設定額：１５０，０００千円 

（合 計 額：５５５，０００千円） 

 

（３）工程表 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

F

F

M

M

防護柵取替工 
床版取替工 

支承取替工 

下部工補修工 下部工補修工 

実施済み 

Ｒ８実施 

側面図 

施工箇所 

全景 

床版 支承（Ｐ１） 

至 大曲 至 西木町

橋長 L=34.1m 

ＪＲ 
内陸線 

主桁補修補強工 
支承取替工 
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工事請負契約の締結について 
道 路 課 

 

１ 概要 

  令和７年９月に仮契約をした工事の請負契約の締結につい

て、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例」第２条の規定に基づき、議会の議決に付す。 
 
２ 契約内容 

（１） 国道３９８号 稲庭バイパス 

① 工 事 名 地方道路交付金工事（改築） 

② 路 線 名 国道３９８号 

③ 場  所 湯沢市稲庭町 地内 

④ 工事内容 (仮称)皆瀬川橋 Ｌ＝１４２．６ｍ 

     鋼橋製作工、鋼橋輸送工、鋼橋架設工、 

     現場塗装工 

⑤ 工  期 契約締結の日から令和１０年３月２４日まで 

⑥ 相手方・金額 

対象構造物 相手方 金額 
(仮称) 

皆瀬川橋 
日ファブ・アキモク・東北機械 

特定建設工事共同企業体 
594,000,000 円 

⑦ 工程表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

概要図 

至  宮城県栗原市 

施工箇所 
至  湯沢市街 

一

部
供
用

区
間 

(仮称)皆瀬川橋 
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秋田県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案について 
 道 路 課  

 

１ 改正理由 

 道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の

整備等に関する政令（令和７年政令第３３２号）の施行によ

り、県が管理する道路において、道路分野の脱炭素化の取組

みとして設置される自動車に燃料としての水素を供給する

ための施設（以下、水素ステーションという。）による道路の

占用に係る占用料の額を定める必要がある。 
 
 
２ 改正内容 

新たに道路占用料を徴収する物件として「令第七条第十四

号に掲げる施設」（道の駅駐車場等に設置する水素ステーシ

ョン）を追加し、その額を定める。 

道路占用料の額は、「令第七条第十五号に掲げる施設」（道

の駅駐車場等に設置する備蓄倉庫、非常用電気等供給施設そ

の他これらに類する施設）と同額とする。 

 

 

３ 施行期日 

  この条例は、公布の日から施行する。 
 

 

水素ステーション設置イメージ 

定置式（兵庫県尼崎市） 

 

移動式（福岡県庁） 

 

- 13 -



 

※
Ａ

近
傍
類
似
の
土
地
の
時
価
を
表
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債務負担行為の設定について 
河 川 砂 防 課  

 

１ 概要 

  危機管理上重要な設備である河川砂防情報システムや排水 
樋門設備、ダム管理設備の保守点検業務等を実施するに当た 
り、いずれも出水期前に点検を実施する必要があるほか、異 
常時に早急に対応できるよう、年間を通じて継続的に保守業 
務を行える体制構築が必要なため、債務負担行為を設定する。 

 
 
２ 事業内容 

（１）場所 

   ８地域振興局管内 

 

（２）内容 

   ・業務内容：河川砂防情報システム保守点検 
排水樋門設備保守点検 

          ダム管理用制御処理設備保守点検 等 
   ・工  期：令和８年３月～令和９年３月 
   ・設 定 額：１９３，６３２千円 

河川分： ２７，０００千円 
ダム分：１６６，６３２千円 

 

 

 

 

３ 主な保守点検設備 

（１）河川砂防情報システム 

 
 

 

 

 

 

 

 

（２）排水樋門設備 

 
 

 

 

 

 

 

 

（３）ダム管理設備 

 

 

 

 

 

 

 地蔵川水門 

 河川カメラ 

 制御処理設備 

 統合サーバ 

 放流設備 

 福部内川水門 
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債務負担行為の設定について 
港 湾 空 港 課  

 

１ 概要 
老朽化した秋田空港の進入灯と連鎖式閃光

せんこう

灯
とう

の更新に当た 

り、灯器の製造に約６か月を要すること、降雪期前に工事を 

完了する必要があること、空港運用時間等の制約により一定 

の期間を要することから、債務負担行為を設定する。 
 

２ 事業内容 

（１） 場所 

秋田空港（秋田市） 

 

（２） 内容 

・工事内容：進入灯・連鎖式閃光灯更新 

      進入灯   １５６灯（ＬＥＤ化） 

      連鎖式閃光灯 ２７灯（ＬＥＤ化） 

・工  期：令和８年３月～令和８年１１月 

・設 定 額：２１５，０００千円 

 

３ 工程表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進入灯・連鎖式閃光灯 

連鎖式閃光灯 

進入灯 

連鎖式閃光灯 

進入灯 

年度

月 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

○契約
準
備
工

内容

令和７年度 令和８年度

3

公告
入札

製造 設置
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秋田県空港管理条例の一部を改正する条例案について 

港 湾 空 港 課  
 
１ 改正理由 

秋田空港の駐車場において、繁忙期の駐車場混雑に伴う航空

機への乗り遅れが発生している実態に加え、修繕・排雪等の維

持管理コストも増大していることから、安定的な駐車場サービ

スの維持・向上を図るため、料金体系等の見直しを行う。 

 

２ 主な改正内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 施行期日 

この条例は、令和８年７月１日から施行することとする。 

 

 
【参考】駐車場位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】改正後の駐車料金 

 

 

 

 

現在 改正後 現在 改正後 現在
(上限あり)

改正後
(上限なし)

立体駐車場 70円 150円 730円 900円 2,930円 18,000円

P1-1、P1-2、P2 50円 100円 520円 700円 2,100円 14,000円

P3-1、P3-2 30円 50円 320円 400円 1,250円 8,000円

大型駐車場 100円 200円 1,050円 1,300円 2,100円 26,000円

1時間料金 24時間最高額 480時間まで

現在 改正後

2時間 30分

1時間あたり 30～100円 50～200円

24時間最高額 320～1,050円 400～1,300円

480時間までは上限あり 廃止上限料金

無料時間

駐車料金
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お
い
て
は
午
前
六
時
か

お
い
て
は
午
後
十
時
十

お
い
て
は
午
前
六
時
か

お
い
て
は
午
後
十
時
十

ら
午
後
十
時
十
五
分
ま

五
分
か
ら
翌
日
の
午
前

ら
午
後
十
時
十
五
分
ま

五
分
か
ら
翌
日
の
午
前

で
、
大
館
能
代
空
港
の

六
時
ま
で
、
大
館
能
代

で
、
大
館
能
代
空
港
の

六
時
ま
で
、
大
館
能
代

駐
車
場
に
お
い
て
は
午

空
港
の
駐
車
場
に
お
い

駐
車
場
に
お
い
て
は
午

空
港
の
駐
車
場
に
お
い

前
七
時
三
十
分
か
ら
午

て
は
午
後
七
時
四
十
五

前
七
時
三
十
分
か
ら
午

て
は
午
後
七
時
四
十
五

後
七
時
四
十
五
分
ま
で

分
か
ら
翌
日
の
午
前
七

後
七
時
四
十
五
分
ま
で

分
か
ら
翌
日
の
午
前
七

時
三
十
分
ま
で

時
三
十
分
ま
で

大
型
自
動
車
等
駐

一
台
一
時
間
に
つ
き

一
台
に
つ
き

大
型
自
動
車
等
駐

一
台
一
時
間
に
つ
き

一
台
に
つ
き

車
場

二
〇
〇
円

七
〇
〇
円

車
場

一
〇
〇
円

五
二
〇
円

立
体
駐
車
場

一
台
一
時
間
に
つ
き

一
台
に
つ
き

立
体
駐
車
場

一
台
一
時
間
に
つ
き

一
台
に
つ
き

一
五
〇
円

五
〇
〇
円

七
〇
円

三
七
〇
円

第
一
駐
車
場
及
び

一
台
一
時
間
に
つ
き

一
台
に
つ
き

第
一
駐
車
場
及
び

一
台
一
時
間
に
つ
き

一
台
に
つ
き

第
二
駐
車
場

一
〇
〇
円

四
〇
〇
円

第
二
駐
車
場

五
〇
円

二
六
〇
円

第
三
駐
車
場

一
台
一
時
間
に
つ
き

一
台
に
つ
き

第
三
駐
車
場

一
台
一
時
間
に
つ
き

一
台
に
つ
き

五
〇
円

二
〇
〇
円

三
〇
円

一
五
〇
円

備
考

備
考

一

略

一

略

二

大
型
自
動
車
等
駐
車
場
に
は
大
型
自
動
車
、
中
型
自
動
車
及
び
準

二

大
型
自
動
車
等
駐
車
場
に
は
大
型
自
動
車
、
中
型
自
動
車
及
び
準

中
型
自
動
車
を
、
立
体
駐
車
場
、
第
一
駐
車
場
、
第
二
駐
車
場
又
は

中
型
自
動
車
を
、
立
体
駐
車
場
、
第
一
駐
車
場
、
第
二
駐
車
場
又
は

第
三
駐
車
場

に
は
普
通
自

第
三
駐
車
場
（
以
下
「
立
体
駐
車
場
等
」
と
い
う
。
）
に
は
普
通
自

動
車
を
駐
車
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
立
体
駐
車
場
、
第
一

動
車
を
駐
車
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
立
体
駐
車
場
等
に

駐
車
場
、
第
二
駐
車
場
又
は
第
三
駐
車
場
に
駐
車
さ
せ
る
こ
と
が
不

駐
車
さ
せ
る
こ
と
が
不

適
当
と
認
め
ら
れ
る
構
造
の
普
通
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

適
当
と
認
め
ら
れ
る
構
造
の
普
通
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

で
な
い
。

三

駐
車
料
金
の
額
は
、
駐
車
時
間
に
つ
い
て
、
こ
の
表
の
区
分
に
よ

三

駐
車
料
金
の
額
は
、
駐
車
時
間
に
つ
い
て
、
こ
の
表
の
区
分
に
よ

り
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
駐
車
時
間
二
十
四
時
間
ご

り
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
駐
車
時
間
二
十
四
時
間
ご

と
に
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
額
を
上
限

と
に
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
額
を
上
限

と
す
る
。

と
す
る
。

㈠

大
型
自
動
車
等
駐
車
場

一
、
三
〇
〇
円

㈠

大
型
自
動
車
等
駐
車
場

一
、
〇
五
〇
円

㈡

立
体
駐
車
場

九
〇
〇
円

㈡

立
体
駐
車
場

七
三
〇
円

秋
田
県
空
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

第
十
九
条

別
表
第
二
に
掲
げ
る
空
港
の
駐
車
場
に
自
動
車
（
道
路
交
通
法
（

第
十
九
条

別
表
第
二
に
掲
げ
る
空
港
の
駐
車
場
に
自
動
車
（
道
路
交
通
法
（

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
大
型
自
動
車
、
中
型

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
大
型
自
動
車
、
中
型

自
動
車
、
準
中
型
自
動
車
及
び
普
通
自
動
車
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
同

自
動
車
、
準
中
型
自
動
車
及
び
普
通
自
動
車
に
限
る
。
以
下

表
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
駐
車
さ
せ
る
者
か
ら
、
同
表
に
定
め
る
駐
車
料
金

同
じ
。
）
を
駐
車
さ
せ
る
者
か
ら
、
同
表
に
定
め
る
駐
車
料
金

を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い

を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

略

一

略

二

駐
車
時
間
（
駐
車
場
に
自
動
車
を
入
車
し
て
か
ら
出
車
す
る
ま
で
の
時

二

駐
車
時
間
（
駐
車
場
に
自
動
車
を
入
車
し
て
か
ら
出
車
す
る
ま
で
の
時

間
を
い
う
。
別
表
第
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
三
十
分
以
内
で
あ
る
と
き

間
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
が
二
時
間
以
内
で
あ
る
と
き

。

。

２

略

２

略

附

則

附

則

１
～
５

略

１
～
５

略

（
本
邦
外
の
地
点
と
の
間
の
路
線
の
利
用
に
係
る
駐
車
料
金
の
特
例
）

６

当
分
の
間
、
秋
田
空
港
と
本
邦
外
の
地
点
と
の
間
の
路
線
に
お
い
て
航
空

運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
を
利
用
す
る
者
が
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る

場
合
に
お
け
る
別
表
第
二
備
考
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号

㈠
中
「
二
、
一
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
、
〇
五
〇
円
」
と
、
同
号
㈡
中

「
二
、
九
三
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
、
四
七
〇
円
」
と
、
同
号
㈢
中
「
二

、
一
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
、
〇
五
〇
円
」
と
、
同
号
㈣
中
「
一
、
二

五
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
三
〇
円
」
と
す
る
。

別
表
第
二
（
第
十
九
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
十
九
条
関
係
）

区
分

駐
車
料
金
の
額

区
分

駐
車
料
金
の
額

秋
田
空
港
の
駐
車
場
に

秋
田
空
港
の
駐
車
場
に

秋
田
空
港
の
駐
車
場
に

秋
田
空
港
の
駐
車
場
に
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㈢

第
一
駐
車
場
及
び
第
二
駐
車
場

七
〇
〇
円

㈢

第
一
駐
車
場
及
び
第
二
駐
車
場

五
二
〇
円

㈣

第
三
駐
車
場

四
〇
〇
円

㈣

第
三
駐
車
場

三
二
〇
円

四

前
号
の
規
定
に
よ
る
駐
車
料
金
の
額
が
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
を
駐
車
料
金

の
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
駐
車
時
間
が
四
百
八
十
時
間
を
超
え
る
と

き
は
、
当
該
額
に
入
車
後
四
百
八
十
時
間
を
超
え
た
時
か
ら
出
車
す

る
時
ま
で
の
時
間
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
し
て
得
た

額
を
加
え
て
得
た
額
を
駐
車
料
金
の
額
と
す
る
。

㈠

大
型
自
動
車
等
駐
車
場

二
、
一
〇
〇
円

㈡

立
体
駐
車
場

二
、
九
三
〇
円

㈢

第
一
駐
車
場
及
び
第
二
駐
車
場

二
、
一
〇
〇
円

㈣

第
三
駐
車
場

一
、
二
五
〇
円

四

駐
車
時
間
が
一
時
間
未
満
の
と
き
又
は
駐
車
時
間
に
一
時
間
未
満

五

駐
車
時
間

に
一
時
間
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

一
時
間
と
し
て
計
算
す
る
。

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
一
時
間
と
し
て
計
算
す
る
。
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財産の取得について 
港 湾 空 港 課  

 

１ 概要 

老朽化した空港用化学消防車の更新について、「議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第三条に

規定される、「予定価格７千万円以上の動産の買入れ」に該当す

ることから、議会の議決に付す。 
 
 
２ 内容 
取 得 品 空港用化学消防車 

納 入 場 所 秋田空港 

数 量 １台 

契約金額（税込） ２７３，９００，０００円 

契 約 相 手 方 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 

 帝國繊維(株) 

    代表取締役 桝谷 徹 

契 約 日 程 

①入札公告 

②開  札 

③仮 契 約 

④納入期限 

 

令和 ７年７月２５日～９月１６日 

令和 ７年９月１６日 

令和 ７年９月２２日 

令和１０年３月２３日 

現車両取得年月 平成１９年２月 
 

 

３ 工程表 

 

 

 

 

 

 

 

４ 現車両写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度

月 9 … 1 2 3 … … 4 … 9 10 11 12 1 2 3

○仮契約 ○本契約

納入輸送 検査

令和７年度

内容

令和８年度 令和９年度

製造
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